
 

保護者の皆様 

川崎市立東小倉小学校 

校 長  安藤  勉 

地震や台風などによる臨時休業等について(お知らせ) 

―――― 特別・暴風・暴風雪警報発令  ――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――― 大型地震発生 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

                   

                            

 

 

 

 

 

 

 

―――― 大規模風水害による緊急避難場所開設 ――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 
 

 

 

―――― その他の災害 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

重 要 

        いずれかが午前 6時の時点で 

神奈川県内に発表中 

解除の場合でも、市内の全駅を

含む区間で市内鉄道会社全社

が計画運休を実施している場合 

特別警報  

暴風警報  

暴風雪警報  

降灰予報 

         

いずれかが 

児童の登校後に発表 

特別警報 

暴風警報 

暴風雪警報 

臨時休業 

警報が解除されても一日休業 

わくわくプラザも休室 

いずれの場合も配信メールで連絡 

「授業時間を繰り上げ、安全なうちに下校」

「校内に待機し安全な時間に下校」 

「児童引き渡し」 

震度５強以上の地震が 

川崎市内で 

『児童登校前』に発生 

震度５強以上の地震が 

川崎市内で 

『児童在校中』に発生 

当日と翌日が臨時休業 

翌日以降も引き続き臨時休業や登校時刻を変更する場合

は配信メールで連絡 わくわくプラザも休室 

児童引き渡し 

教育委員会の防災マニュアルでは、震度５強以上で児童引

き渡しとなっていますが状況によって判断し連絡します。 

大雨警報 大雪警報 

震度５弱以下の地震発生 

臨時休業ではありません 
学校からの連絡がない場合は、通常登校・通常下校 

保護者の方がお子さんの安全を考慮して、欠席又は登校を遅らせると判断した場合は、学校までご連絡く

ださい。その際は欠席や遅刻扱いとしません。 

①緊急避難場所が開設された。 

②実際に大規模避難があった。 

③翌日からの教育活動が困難だと校長が判断した。 

以上の全てに該当する場合 

臨時休業 

避難所業務が終了した日とその翌日

を臨時休業とします。 

緊急避難所が開設されたことのみをもって、臨時休業とするものではありません。 


